
６．福祉・保険





－77－

１．保護の種類別被保護世帯及び人員
各年１月１日現在

資料：生活福祉課・以下同
　注：出産扶助・生業扶助・葬祭扶助は、一時扶助であり年間総数とした。

　注：相談・申請受理は、当該日により、保護開始・保護廃止・取下げ・却下は、決定日に
　より集計した。

２．保 護 率 の 推 移

３．生活保護取扱件数

各年１月１日現在

単位：件

年次
被保護者 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助

世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員
平成 人 人 人 人 人 人 人 人 人

27　 １,１90　１,7３5　１,0６0　１,55４　１,07４　１,572　 87　 １2３　 １9３ 202 １,0１9 １,３６8 ― ― ３６３ ３95　 ４１　 ４１　
28　 １,１88 １,６8１ １,050 １,４9４ １,0６8 １,5１４ 75 １09 2１7 228 １,007 １,290 １ １ ３４４ ３8４ ３１ ３１
29　 １,１9４ １,６98 １,0４2 １,50４ １,077 １,5３5 75 １１６ 2１４ 22４ 97１ １,2４5 ― ― 27４ ３１8 2６ 2６
３0　 １,2１9 １,7３３ １,0６8 １,5３６ １,097 １,5６0 78 １１5 2３0 2４2 １,029 １,３07 ― ― ３６9 ４１６ ４0 ４0
３１　 １,2１8 １,7１１ １,0４9 １,４88 １,089 １,5３7 ６8 １0１ 2４６ 255 １,0４６ １,３４8 ― ― ３78 ４１４ ４１ ４１

年 次 被 保 護 世 帯 被 保 護 人 員 (人) 保護率 (人員：⁰/₀₀)

平　成　27　年 １,１90 １,7３5 2４.１
　　　　28　　 １,１88 １,６8１ 2３.３
　　　　29　　 １,１9４ １,６98 2３.5
　　　　３0　　 １,2１9 １,7３３ 2３.9
　　　　３１　　 １,2１8 １,7１１ 2３.9

年 度 相 　 談 申 請 受 理 保 護 開 始 保 護 廃 止 取 下 げ 却 下

平 成 25 年 度 ４１8 １09 １08 １３7 ― １
　　　2６　　　 ４2３ １2４ １20 １25 １ 2
　　　27　　　 ４27 １70 １６４ １5６ ― １
　　　28　　　 ３9１ １58 １４8 １４１ ４ ―
　　　29　　　 ３４9 １４8 １４４ １20 2 ４
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５．国民健康保険加入者の推移

６．国民年金加入者の推移

４．保育所入所児童数の推移

各年３月３１日現在

各年３月３１日現在

各年５月１日現在

資料：保険年金課・以下同

資料：子ども育成課
　注：（　）内は、管外からの受託児童数を再掲。

年 次
加 入 者 加　入　率　 (％)

世 帯 数
人 口
　　(人)世 帯 数 被保険者数

　　　(人) 世 帯 被 保 険 者

平 成 2６ 年 １2,9３8 2３,9３7 ４３.0 ３３.2 ３0,08６ 7１,99１
　 　 27 　 １2,75１ 2３,25６ ４2.0 ３2.３ ３0,３5４ 7１,98４
　 　 28 　 １2,３20 2１,9４9 ４0.１ ３0.４ ３0,7１9 72,１６5
　 　 29 　 １１,595 20,１0６ ３7.３ 27.8 ３１,08４ 72,275
　 　 ３0 　 １１,052 １8,770 ３5.１ 25.9 ３１,４４5 72,5１0

年 次 加 　 入 　 者 １ 号 被 保 険 者 ３ 号 被 保 険 者強 制 加 入 者 任 意 加 入 者
割 合 割 合 割 合 割 合

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
平 成 2６ 年 １8,28６ １00.0 １2,927 70.7 １６2 0.9 5,１97 28.４
　 　 27 　 １7,82４ １00.0 １2,４8１ 70.0 １４2 0.8 5,20１ 29.2
　 　 28 　 １7,１2４ １00.0 １１,１３６ ６5.0 １8４ １.１ 5,80４ ３３.9
　 　 29 　 １5,980 １00.0 １0,7４7 ６7.３ １27 0.8 5,１0６ ３１.9
　 　 ３0 　 １5,４8３ １00.0 １0,2４5 ６６.2 １１8 0.7 5,１20 ３３.１

年 次
市 立 保 育 所 私 立 保 育 所

施 設 数 入所児童数(人) 施 設 数 入所児童数(人)

平 成 2６ 年 １ １３2 (　7) １2 １,85６ (50)

　 　 27 　 １ １３１ (　8) １2 １,8３１ (5１)

　 　 28 　 １ １2６ (　8) １2 １,797 (5３)

　 　 29 　 １ １３2 (１0) １2 １,798 (5３)

　 　 ３0 　 １ １３9 (１2) １2 １,802 (5１)
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